
法務省民事局

３月１日から
令和６年

戸籍の証明書
の請求が便利
になります

市区町村の窓口での

結婚・相続などの行政手続や各種申請手続での負担が軽減
令和６年４月１日から相続登記の申請が義務化されます。
戸籍の新サービスを相続手続にも御利用ください。

戸籍証明書

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、
最寄りの市区町村の窓口に
請求できます！

こ

こが
便利に

！

1 まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国
各地にあっても、１か所の市
区町村の窓口にまとめて請
求できます！

こ

こが
便利に

！
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広域交付始まるの巻

広域交付制度のポイント
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●�戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の
戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要が
あります（郵送や代理人による請求はできません。）。

●�窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証
明書（運転免許証、マイナンバーカードなど）の
提示が必要です。

●�コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求
できません。

これで相続登記も
ばっちりだね！

ほかにも
便利な制度が
始まるよ！

不動産登記推進
イメージキャラクター
 「トウキツネ」 

制度の詳細はこちらで確認できます。
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戸籍証明書

なるほど！

ボクは
コセキツネ！

最寄りの窓口で
取れたよ！
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戸籍証明書等の広域交付に伴う窓口対応について 

（令和６年 3 月 1 日開始） 
 

 
【取扱場所・取扱時間】 

取扱場所 取扱時間 請求可能な証明書 

市役所 1 階 
戸籍住民課 

平日 午前８時３０分～午後５時 
・戸籍全部事項証明書 
（戸籍謄本） 

平日 午前８時３０分～午後４時 
・除籍全部事項証明書 
（除籍謄本） 
・改製原戸籍謄本  

支所・連絡所 平日 午前８時３０分～午後５時 
・戸籍全部事項証明書 
（戸籍謄本）のみ 

 
 

【注意事項】 

1. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書（運転免

許証、マイナンバーカード等）の提示が必要です。きょうだいの戸籍証明書等

は請求できませんのでご注意ください。 

 

2. 支所・連絡所につきましては、戸籍全部事項証明書（現在の戸籍）のみの受付

となります。広域交付による除籍全部事項証明書（除籍謄本）・改製原戸籍謄本

が必要な方は、市役所 1 階戸籍住民課までお越しください。 

 

3. 3 月・4 月は混雑が予想されます。また、戸籍証明書等の広域交付は発行まで

にかなりの時間を要します。お時間に余裕をもってお越しください。 

また、請求される戸籍の記載内容や窓口の混雑状況によって、後日のお渡しと

なる場合がございますのであらかじめご了承ください。 

 

４．休日開庁日（毎月第２日曜日）につきましては、戸籍証明書等の広域交付はで

きません。 

 

５．戸籍証明書等の広域交付は、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サー

ビスとは異なります。 

 
（お問い合わせ） 

八千代市役所戸籍住民課住民記録班 

TEL：０４７－４２１－６６９８  


